
令和５年度山口県医療的ケア児家族レスパイト環境緊急整備事業補助金募集要項 

 

１ 趣旨 

山口県医療的ケア児家族レスパイト環境緊急整備事業（以下「本事業」という。）

は、医療的ケア児を介護する家族の負担軽減のために実施される短期入所（レスパイ

トサービス）の環境を整備することを目的として、県内で短期入所事業所を開設・拡

充する法人が、医療的ケア児の新たな受入れ又は既存事業所の受入定員の拡大を行う

際に必要となる設備整備及び備品購入等に係る経費を補助する事業です。 

 

２ 補助対象法人 

山口県内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（平成

17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第８項の短期入所を

実施する法人を対象とします。ただし、国又は地方公共団体等が運営するものを除きま

す。 

（１）医療型短期入所事業所 

病院、診療所、介護老人保健施設が開設する短期入所事業所を実施するもの 

（２）福祉型短期入所事業所 

前期（１）以外の短期入所事業所を実施するもの 

 

３ 補助対象経費 

医療的ケア児の新たな受入れ又は既存事業所の受入定員の拡大を行う際に必要となる施設

の改修費用（新築・増築）、送迎用自動車の導入・改修費用、医療用機器等備品購入費用が

対象となります。 

 

４ 補助基準額等 

（１）補助基準額 

１法人当たり上限６００万円 

（２）補助率 

   ３／４（補助上限額：４５０万円） 

 

５ 補助対象法人の選定 

（１）法人から提出のあった事業計画書について、各圏域における医療的ケア児を受け入れる

ことのできる短期入所事業所の整備状況及び事業計画の実現可能性等の観点から、審査を

行い、補助対象法人を選定します。 

（２）必要に応じて、事業計画書の内容その他必要な事項について説明を求めることがありま

す。 

 



６ 応募手続き 

（１） 提出書類 

・ 事業計画書（協議用） 

・ 参考資料（見積書の写し、新・増築又は改修内容等の分かる平面図、検討している機

器のカタログ等） 

（２）提出方法及び提出期限 

令和５年６月３０日（金）午後５時までに、８に記載する問い合わせ先へ持参または郵

送（必着）により提出してください。 

 

７ 留意事項 

（１）補助金交付決定通知後の支出経費が対象となります。 

（２）補助金交付の対象は、令和６年３月末日までに事業が完了されているものに限ります。 

（３）他の補助事業等により補助対象となるものは、本事業の対象外となります。 

（４）応募に要する費用は、全て応募者の負担となります。 

（５）提出された書類は返却しません。 

（６）審査経過は非公開とし、審査内容に関する質問は受け付けません。 

 

８ 問い合わせ先（計画書の提出先） 

〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１ 

山口県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班 担当：花屋 

a14100@pref.yamaguchi.lg.jp 
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